
 

坂井市ゼロカーボン推進本部設置要綱 

 

令和６年８月２７日 

 

（設置） 

第１条 坂井市脱炭素ロードマップに掲げる 2050年までに温室効果ガス排出量を実

質ゼロとするための施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的に、坂井市

ゼロカーボン推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第３条 推進本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長が招集し、これを主宰す

る。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説 

明又は意見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第４条 推進本部の事務局は、生活環境部環境推進課に置く。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年８月２７日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

職 

議会事務局長 

総務部長 

総合政策部長 

財務部長 

健康福祉部長 

生活環境部長 

産業政策部長 

建設部長 

教育部長 

三国病院事務局長 

 


